
会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る 勤 勉 手 当 等 の 取 扱 い に つ い て （ 提 示 ） 

 このことについて、知事部局と同様に取り扱っていきたい。 

【参考】知事部局の提示内容 

１ 会計年度任用職員に対し、次のとおり勤勉手当を支給することとしたい。 

項  目 内  容 

１ 支給対象者

期末手当の支給対象者と同じ。 

基準日において６か月以上の任用期間の発令があり、かつ週当たり 15 時間 30 分以上の勤務時間がある職員。 

なお、任用期間は一会計年度内の期間に限り、６か月以上の任用期間の発令には、３か月を超える複数の任用期間を合算して６か月以上となる場合も含む。 

２ 支 給 水 準

⑴ 支給額は、報酬月額に成績率及び期間率を乗じた額とする。 

⑵ 成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、各表に定める率とする。（成績率は提示日現在） 

  ア 基準日の属する年の前年度に「一般職非常勤職員の人事評価等実施要領」に基づく評価が行われた職員のうち、勤務実績に基づく再度の任用が行われた職員は、当

該評価結果を用いて次のとおり決定する。 

区分(人事評価の結果) 標準（S、A、B） 下位（C） 最下位（D） 

OB 非常勤職員以外の職員 1.0 0.5 0 

OB 非常勤職員 0.475 0.2375 0 

  イ ア以外の職員は、基準日以前６か月以内の勤務成績評定に基づいて次のとおり決定する。 

勤務成績評定区分 良好 良好と認められない 

OB 非常勤職員以外の職員 1.0 0.5 

OB 非常勤職員 0.475 0.2375 

  ウ ア及びイに関わらず、基準日以前６か月以内の期間に懲戒処分等を受けた職員は、次のとおり決定する。（ただし、ア又はイの成績率を超えることとなる場合 

は、ア又はイの成績率とする。） 

処分の区分 停職 減給 戒告 文書訓戒 

OB 非常勤職員以外の職員 0.4 0.5 0.6 0.74 

OB 非常勤職員 0.2 0.25 0.3 0.475 

⑶ 期間率は、正規職員に準じる。 

３ 支 給 時 期 基準日及び支給日は正規職員に準じる。 

４ 実 施 時 期 令和６年４月１日から実施する。ただし、人事評価の結果を用いた成績率の決定は令和７年度から実施する。 

２ OB 非常勤職員に支給する期末手当の期別支給割合は、次のとおりとしたい。 ※ 病院事業庁は OB 非常勤職員の任用なし 

  ○ 期別支給割合を 0.675 とする。（支給割合は提示日現在） 

  ○ 令和６年４月１日から実施する。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用（短時間）職員、臨時的任用職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員に支給する勤勉手当の成績率は、次のとおりとしたい。 

  ○ 基準日の属する年の前年度に人事評価が行われた職員のうち、勤務実績に基づき任期の更新が行われた職員（基準日以前６か月以内の期間に懲戒処分等を受けた職員を除く。）の成績率

は、当該評価結果を用いて次のとおり決定する。（成績率は提示日現在） 

区分(人事評価の結果) 標準（S、A、B） 下位（C） 最下位（D） 

再任用職員 
特定管理職員 0.575 0.2875 0 

その他の職員 0.475 0.2375 0 

臨時的任用職員及び育短代替任期付短時間勤務職員 1.0 0.5 0 

   ○ 前記職員以外の職員の成績率は、現行どおりとする。 

  ○ 令和７年度から実施する。 

令和５年８月２９日 

病 院 事 業 庁 
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